
船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年２月２７日 ０８時００分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第５区 

 大阪南港南防波堤灯台から真方位２２０°２,３６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.７′ 東経１３５°２２.４′） 

事故の概要  油タンカー第八あたご丸は、錨泊中、また、引船大寿
だいじゅ

丸は、はしけ

高２１３をえい
．．

航して南東進中、大寿丸及び高２１３が第八あたご丸

に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年２月２８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 第八あたご丸、４９９トン 

   １４１６８７、柿本汽船株式会社 

Ｂ 引船 大寿丸、１７トン 

   ２７２－１３８６２大阪、新興海運有限会社 

Ｃ はしけ 高２１３、５００トン（積トン数） 

   なし、山髙運輸株式会社  

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損 

Ｂ 船首部ゴムフェンダーに擦過傷 

Ｃ 船首部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、荷役待機の目的で、右舷錨を

投下し、法定の形象物を掲げ、船首を北方に向けて錨泊していた。 

 船長Ａは、船橋で守錨当直を行っていたところ、周囲約１００ｍ以

内に他船を認めなかったので、コーヒーを入れようと食堂に向かっ

た。 

 Ａ船は、船長Ａが、食堂に降りて窓の方を向いたところ、左舷方約

５０ｍのところにＢ船がＣ船をえい
．．

航した引船列（以下「Ｂ船引船

列」という。）を認め、後部甲板の左舷側に出てＢ船に向けて大声で

叫んだものの、Ｂ船引船列と衝突した。 

 Ｂ船引船列は、Ｂ船に船長Ｂが１人で乗り組み、南東進していた。 

 船長Ｂは、ふだんよりもＢ船の排気ガスが多いと感じ、自動操舵に

切り替えて機関室に向かった。 

〈 やまたか 〈  

〈  



 船長Ｂは、機関室で潤滑油量の点検等をした後、操舵室に戻ろうと

したところ、衝撃を感じた。 

分析  Ａ船は、守錨当直についていた船長Ａが、一時的に降橋しており、

接近するＢ船引船列を認めたものの、音響による信号を行って注意を

喚起することができず、Ｂ船引船列が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂが、機関室で潤滑油量の点検等をしており、

船橋を無人にして見張りを行っていなかったことから、前路で錨泊中

のＡ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、Ｂ船引船列が

前路で錨泊中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


